
 

 

第２回第２回第２回第２回 APECAPECAPECAPEC女性問題担当大臣会合について女性問題担当大臣会合について女性問題担当大臣会合について女性問題担当大臣会合について    
 
 
1. 1. 1. 1. 日程及び場所日程及び場所日程及び場所日程及び場所    
平成 14年 9月 27日及び 28日、メキシコ・グアダラハラ 

    
    
2. 2. 2. 2. 出席出席出席出席    

APECに参加する 19の国・地域（ペルー及びパプア・ニューギニアは欠席）
から女性問題担当大臣等が出席した。日本からは、堀村駐メキシコ大使が政府
代表、上杉内閣府大臣官房審議官が政府代表代理として出席した。 
 
 
3. 3. 3. 3. 会合の概要会合の概要会合の概要会合の概要    
(1)各国・地域による男女共同参画に係る活動の進捗報告 
 日本からは、男女共同参画に係る推進体制の強化、男女共同参画推進のため
の施策、女性の経済活動に対する支援策等につき説明・紹介した。 
 
(2)テーマに沿った報告及び議論 
 「ニューエコノミーにおける女性の経済的利益と機会の向上」をメインテー
マに、①女性起業家精神、②マイクロ企業と女性、③貿易自由化が女性に与え
る影響の３つのサブテーマについて報告及び議論が行われた。 
議論においては、ニューエコノミーがもたらす影響は男性と女性の間で格差

が存在するとの認識が強くもたれ、女性が利益や機会を手にするためには、政
策におけるジェンダーへの配慮が従来にも増して重要との主張がなされた。 
 
(3)APECにおける男女共同参画の現状と今後の課題 
 引き続き APECの活動に女性の観点を反映させるため、ジェンダー分析、性
別データの収集、女性の参画を柱とした計画的な取組の強化が確認された。 
また、その推進のため、APEC の国・地域や各フォーラムの専門家から構成

される、ジェンダー・フォーカル・ポイント・ネットワークの設置が合意され
た。 
 
 
4. 4. 4. 4. 大臣共同声明大臣共同声明大臣共同声明大臣共同声明    
 会合の最後に、98年に開催された第１回会合以降の APEC及び各エコノミー
による男女共同参画への取組を総括し、これまでの成果及び今後の課題を指摘
した上で、特に首脳に向けた行動勧告（別添）を盛り込んだ大臣共同声明を採
択した。 










